
　　取締役 片山​登志子

社外取締役メッセージ

　社外取締役としての私の役割は、会社の重要な決定
や業務の執行が適正に行われているかについて法的な
観点からチェックをするとともに、消費者目線を重視し
た経営が行われているかについて助言することと認識
しています。
　私は弁護士となって約30年間、製造物責任が絡む製
品事故の問題や悪質業者による集団的な取引被害な
ど、さまざまな消費者問題に取り組んできました。その
経験から、人々が安心して暮らせる社会を実現するため
に、また公正な取引市場を実現するためには、消費者と
事業者が互いを知り、理解し合って“協働”することが重

要で、それこそが双方に長期的な利益をもたらす唯一
の道と確信しています。
　住友生命においては、お客さまの視点を大切にするこ
とはもちろんですが、すべてのステークホルダーの視点
に立って、何が公正で豊かな社会なのかを考え、社会と
協働しながらサステナブルな社会を目指すことが求め
られています。そうした企業活動を継続することで社会
からの信頼を獲得することができ、ひいては企業価値の
持続的な向上につながっていくものと考えます。この目
標に取り組む重要性について、住友生命の職員一人ひ
とりが腹落ちしているか、組織全体として取り組む体制
が整っているか。そうした点も注視しながら、客観的な
意見を申し上げるよう心がけています。

　「消費者志向経営を行うためには消費者と事業者が
理解・協働することが重要」と申し上げましたが、私自
身、それを意識したきっかけは社外取締役に就任する以
前、『CS向上アドバイザー会議』の委員を約１０年間務め

た経験にあります。
　この会議では、お客さま本位推進部や商品部など現
場の方々と私たち社外アドバイザリースタッフが集ま
り、顧客満足向上に向けた施策について深い議論を重
ねました。担当者の皆さんからは、さまざまな意見を求
められることが多く、いかに真剣に消費者目線で自社の
サービス向上を考えているか、正直驚いたことを覚えて

●社外取締役としてのご自身の役割について、どのようにお考えですか。

●住友生命の“消費者志向経営”に対する評価をお聞かせください。

弁護士としての法的なチェックとともに、消費者目線
での監督を重視しています。

消費者視点が職員一人ひとりに根付いています。
今後も一層対話を重視すべきと思います。

サステナブルな社会の実現に向け、
ステークホルダーとの“協働”の
浸透に注力します。
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　現状、住友生命の取締役会の実効性は高いレベルに
あると評価します。経営戦略やガバナンスなどの案件も
増えている中、重要議題について時間をかけて審議す
ることができ、以前にも増して活発な議論が交わされる
ようになったと思います。
　今後、さらに取締役会を進化させていくには、サステ
ナビリティ経営の観点でモニタリングすることが重要
だと思います。経営課題や投資、環境課題への関与な
どあらゆる業務執行について、サステナビリティ観点の
チェックをより一層強めていく必要があります。と同時
に、私たち自身、サステナブルな社会への新たな動きや
行政、企業の多様な取組みについて、しっかりと情報収
集し、学びを継続する必要があると思います。

　また、私が特に注目しているのは、サステナビリティ経
営方針で掲げた4つの項目※が、組織全体でしっかり実行
されているかという点です。その実現のための体制づく
りはどうか、組織のすみずみまで落とし込まれているか、
といった点も厳しくチェックしていきたいと思います。
　その中でも、欠かせない視点がステークホルダーと
の協働です。なぜなら、今や企業だけでなく、行政や自
治体、消費者団体もサステナビリティに取り組んでい
ますが、それぞれの組織と住友生命が真に連携し協働
していくことで、より多様な広い領域でのサステナビリ
ティの実現につながると考えるからです。住友生命では
既にいくつか取組みを始めていますが、今後一層力を
入れて取り組んでいく必要があると同時に、協働による
サステナブル社会構築にあたり、住友生命が主体となっ
て果たすべき役割は極めて大きいと思います。

　住友生命では、「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェル
ビーイング」を支えるサービスをエコシステムとして展
開することを“Well-being as a Service（WaaS）”と
位置づけ、お客さまをはじめ、職員一人ひとり、社会のす
べての生活者に向けたウェルビーイングの提供に取り
組んでいます。そしてその認知・理解の促進にも注力し
ていますが、Vitality同様、より一層注力が必要な課題
と認識しています。
　ウェルビーイングは素晴らしい考え方であり、私の認
識では、心身ともに健康で長寿を享受できる社会、そし

て自分らしく豊かな人生を楽しめる社会を目指すことと
捉えています。また、ウェルビーイングは住友生命だか
らこそ社会に提供できる価値であり、それによって豊か
な未来づくりに貢献していることを、もっと多くの人に
ご理解いただく必要があると思っています。
　もちろんウェルビーイングは住友生命だけで実現で
きることではありません。国や自治体、関連企業のサー
ビスとの緊密な連携・協働が必要不可欠です。その観点
からも、住友生命は多様なステークホルダーとの協働に
おいてリーダーシップを発揮し、ウェルビーイングとい
う価値あるエコシステムの可能性を切り開いてほしい
と思います。私もその実現に向けて、精一杯助言・助力
したいと思います。

●取締役会の実効性、運営面に対する評価はいかがでしょうか。

●今後の住友生命に期待することは何ですか。

実効性は高いレベルです。今後はサステナビリティ観点
でのチェックが重要です。

社会にウェルビーイングの浸透を図り、価値向上を目指
してほしいと思います。

います。議論を重ねる中でお互いの理解が深まり、方向
性が明確になったおかげで、実際の施策も消費者視点
に立った内容に改善できました。まさに現場との対話の
成果だと思います。
　もう一つ、消費者との対話も重要です。たとえば、主
力商品のVitalityはお客さま視点を非常に大切にした
保険ですが、世の中にはその価値がまだまだ理解され
ていない面があります。Vitalityを通じて、住友生命が
社会に何を提供しようとしているのか。それは、健康で
長生きができ、安心して豊かな生活を送るための仕組
みを提供しているわけですが、そのことを消費者にもっ

と理解していただければ、「良さそうだな、自分も加入し
てみようかな」という動きが自然に生まれます。
　今後はCMなどメディアによる情報提供のみならず、
消費者と直接お会いする、またSNSなどの双方向メディ
アを活用するなど、きめ細かな“対話コミュニケーショ
ン”が大切になります。それによって消費者からさらなる
ニーズや課題をいただくこともできるはずです。そうし
た地道な対話の取組みが、職員の皆さん一人ひとりに
浸透しているかどうか。私自身も現場での意見交換を通
じて確認していきたいと思います。

※�サステナビリティ経営方針では、「保険事業の健全な運営」「社会・環境課題の解決への取組み」「成長し続ける会社づくり」「ステークホルダーとの協働」の
4つの項目を掲げています。
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コーポレートガバナンス
相互会社運営

　生命保険は、大勢の人が保険料を負担しあい、それを
財源として死亡したときや病気になったときに保険金や
給付金を受け取るという「助け合い」「相互扶助」の仕組
みによって成り立っている公共性の高い事業です。​
　保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」
があり、当社は「相互会社」です（相互会社は保険業法に
よって保険会社に認められた組織形態です）。​

　相互会社では、株式会社と異なり株主が存在せず、保
険契約者一人ひとりが会社の構成員すなわち「社員」と
なります（ただし、剰余金の分配のない保険のみにご加
入のご契約者については、当社定款の規定により社員
とはなりません）。​
　住友生命は、透明性が高い相互会社組織の実現を通 
じて、お客さまの声を大切にしていく会社を目指します。​
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総代会について ご契約者懇談会について​

審議員会について​

　定款の規定により、社員総会に代わるべき機関として
総代会を設置し、総代会において、剰余金の処分、定款
の変更、取締役の選任等を決議しています。​
　総代会には社員の中から選出された総代にご出席い
ただきます。​

　ご契約者の皆さまに当社の経営状況をご説明し、ご
理解いただくとともに、ご意見等を幅広く吸収し、経営
に反映していくために、毎年、全国の支社等でご契約者
懇談会を開催しています。なお、ご契約者懇談会は、総
代会に先立って1月～3月に開催し、総代会との連携を
図っています。​
　また、総代の選考方法の多様化を図る観点から、ご契
約者懇談会の出席者の中から一定数の総代を選出する
こととしています。​
　参加申込方法等について
は、ご契約者懇談会開催前
の一定期間、全国の支社・支
部等の店頭に掲示してお知
らせします。

　会社からの諮問事項や経営の重要事項について審議
する機関として、社員または学識経験者の中から総代会
の決議により選任された方で構成される審議員会を設
けています。審議員会では、社員から書面により提出さ
れた経営に関するご意見も必要に応じ審議します。​
　審議員の員数は定款の規定により25名以内となって
います。​
　なお、2021年度の開催状況は表のとおりです。

　社員の皆さまに会社経営に対する理解を深めていた​
だくために「総代会傍聴制度」を設けており、社員の皆さ
まは事前に申し込むことにより総代会を傍聴することが
できます。​
　申込方法等については、総代会開催前の一定期間
ホームページにてお知らせします。​
※総代の数および選出方法については　　資料編P103に掲載しています。​

■ 総代会の傍聴制度について

　2022年は全国で89回開催し、1,587名のご契約者
の方々にご出席いただきました。​
　ご契約者懇談会席上でのご意見・ご要望等につきまし
ては、実行に移せるものは直ちに経営に取り入れるととも
に、その傾向を分析して、ご契約者の皆さまの意向を反映
した経営を進めていく一助とさせていただいています。​
　ご契約者懇談会での主なご意見は   資料編P108に
掲載しています。​

■ 2022年ご契約者懇談会の開催状況
　2022年7月5日（火）、大阪市において、定時総代会
が開催されました。報告事項、決議事項については以下
のとおりです。​
　なお、より多くの総代にご参加いただく観点から、ご
自宅等からのオンライン視聴を可能とし、オンライン視
聴の方からもご意見をいただける形式での開催としま
した。また、総代会の模様は後日、ホームページでご覧
いただけるようにしました。​

　総代会の主な質疑応答については   資料編P106～
107に、総代会の議事録および質疑応答の要旨はホー
ムページに掲載しています。​

総代会制度等、相互会社のしくみに関するご意見等については、以下のあて先にご送付ください。
〒104-8430 東京都中央区築地7-18-24 住友生命保険相互会社 経営総務室

■ 2022年定時総代会開催結果

【総代会の報告事項、決議事項】 

１．2021年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等
変動計算書、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2．審議員会審議事項報告の件

報
告
事
項

決
議
事
項

第１号議案　2021年度剰余金処分案承認の件
第２号議案　社員配当金割当ての件
第３号議案　取締役11名選任の件

2022年定時総代会​

出席者数
（１回平均）

1,497名
（16.8名）

1,587名
（17.8名）

開催回数

2021年

89回

2022年

89回

【開催回数と出席者数】

【2021年度審議員会開催状況】

第1回 2021年5月開催 ・2020年度事業概況および決算案について 
・2021年度の取組みについて

議　題

第2回 2021年11月開催 ・2021年度上半期事業概況等について
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経営管理体制

コーポレートガバナンス・コードへの対応について

　監督と執行を制度的に分離して、取締役会による監督
機能を強化するとともに、業務執行の決定を大幅に執行
役に委任することを通じた意思決定の迅速化を図る観点
から、指名委員会等設置会社の形態を採用しています。
　また、取締役会決議により「社外取締役の独立性に関
する基準」を制定しており、社外取締役候補者の選定に
あたっては、独立性に関する基準を満たすことを確認し
ています。
　取締役会決議事項のうち、一部の事項については、指
名委員会、監査委員会または報酬委員会への諮問を行
うこととしています。
　さらに、全社外取締役を構成員とする「社外取締役経
営協議会」を設置し、中長期的な経営戦略や事業展開
等、経営上の重要事項について社外取締役同士、あるい
は、社外取締役と経営トップにより意見交換等を行うこと
としています。
　このような取組みを通じて、社外の知見を積極的に経
営に反映していく態勢としています。
　実効的なコーポレートガバナンスの実践が会社の持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するもの
であるとの認識のもと、今後もコーポレートガバナンス
の実効性確保に向けた取組みを行っていきます。

　報酬委員会は、執行役および取締役の個人別の報酬
等の内容の決定に関する方針を策定し、執行役および取
締役の個人別の報酬等の内容を決定するほか、職員の
報酬等の基本方針に関する事項等について取締役会か
らの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申すること
としています。
　構成員は、社外取締役3名、社内取締役2名の合計5名
となっており、委員長は社外取締役としています。

　中長期の経営戦略や事業展開、その他経営上の重要
事項等に関し、社外取締役同士、あるいは、社外取締役
と代表執行役による自由闊達な意見交換を促進し、社外
取締役の知見を経営に反映していく観点から、全社外取
締役を構成員とする社外取締役経営協議会を設置して
います。

　会社業務を統理執行する社長の諮問機関として、経営
政策会議を設置しています。
　経営政策会議は、原則として、社長および担当を定め
られた執行役により構成され、週１回開催することとして
います。
　取締役会で決定した経営の基本方針に従い、業務執
行に関する重要事項について審議を行います。

　住友生命は相互会社のため、東京証券取引所が定め
る「コーポレートガバナンス・コード」については、直接適
用されるものではありませんが、コーポレートガバナン
スは会社形態に関わらず共通のものであるとの認識の
もと、任意で対応することとしています。
　「コーポレートガバナンス・コード」への対応状況の開
示・説明として、任意で「コーポレート・ガバナンスに関す
る報告書」を作成し、「コーポレートガバナンス・コードの
各原則に基づく開示」も行うこととしています。
　「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」等は当社
ホームページに掲載しています。

　取締役会は、法令において取締役会の専決事項とさ
れている経営の基本方針や内部統制システムの整備に
関する事項等を決定するほか、執行役および取締役の職
務の執行を監督することを主な役割としています。
　社外の知見の積極的な経営への反映および取締役の
多様性の観点も踏まえ、11名の取締役のうち6名を社
外取締役としており、社外取締役が過半数を占める構成
としています。

　指名委員会は、「取締役候補者の選定の方針」を策定
し、取締役の選解任に関する総代会の議案の内容を決
定するほか、執行役の選解任に関する事項等について取
締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答
申することとしています。
　構成員は、社外取締役3名、社内取締役2名の合計5名
となっており、委員長は社外取締役としています。

　監査委員会は、執行役および取締役の職務の執行の
監査および監査報告の作成を行うとともに、総代会に提
出する会計監査人の選解任または不再任に関する議案
の内容を決定します。また、内部統制システムの整備に

主な機関の役割
■ 取締役会

■ 指名委員会

■ 報酬委員会

■ 社外取締役経営協議会

■ 経営政策会議

■ 監査委員会

関する事項について取締役会からの諮問を受けて審議
を行い、取締役会に答申することとしています。
　構成員は、社外取締役3名、社内取締役1名の合計4名
となっており、委員長は社外取締役としています。なお、
社内取締役である監査委員を「常勤の監査委員」として
います。

価値創造を支える基盤03
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「取締役会等の実効性評価」結果の概要について
　取締役会および法定の3委員会（指名委員会、監査委
員会および報酬委員会）（以下、「取締役会等」）の機能向
上を図るため、年1回、取締役会等の実効性に関する評
価を実施しています。 
　実効性に関する評価にあたっては、全取締役に対する

アンケートを実施し、アンケート結果に基づく評価につ
いて全社外取締役を構成員とする社外取締役経営協議
会での議論を経たうえで、取締役会において決議してい
ます。
　評価結果の概要は以下のとおりです。

1. 評価結果
　当社の取締役会等は、意思決定機能と監督機能の両面にお
いて、有効に機能しているものと評価しております。一方で、 
さらなる改善の余地も認められることから、課題解決に向け
た対応を講じ、一層の実効性向上に取り組んでまいります。
　アンケートでは、すべての質問項目において「評価する」ま
たは「概ね評価する」との回答が多数を占めました。
　また、社外取締役経営協議会においては、今後のさらなる
実効性向上に向けた提案および意見がありました。
　各評価項目の評価の概要は以下のとおりです。

取締役会の構成
・取締役の員数は実質的議論を行うにあたって適正規模と判

断される。一方で、期中での社外取締役の退任により、現状
においては社外取締役と社内取締役が同数となっており、 
コーポレートガバナンスのさらなる強化の観点では、社外取
締役が過半数を占める状態であることが望ましい。（注）

・また、社外取締役には、経営・金融・会計・法務等、多様な知識
や経歴を持った専門家がバランス良く就任しており、充実し
た審議を行うにあたって適切な構成となっているが、今後も
引き続き、当社の置かれた経営環境に応じて、取締役に求め
られるスキルの見直しを含めて多様性を確保していくことが
重要と認識している。

取締役会の運営／支援
・取締役会付議事項については、これまでも継続的に見直しを

行い適切に絞り込まれている。
・取締役会資料については、一定の改善が図られているもの

の、取締役会における審議の充実に資するよう、一層の充実
を図る余地がある。

・取締役会の事前説明については、社外取締役に対して同時
に行うこととしており、事前に取締役会付議事項の理解を深
めるという本来の目的を超えて、他の社外取締役の視点を
得られる場としても有効に機能していると評価している。

取締役会における審議の充実
・適切な議事運営のもと、全体として自由闊達な議論が行われ

ているものと判断されるが、外部環境の変化を踏まえた中
長期的なビジョン等に関する議論については、一層の充実を
図る必要がある。

取締役／取締役会としての機能発揮に向けた対応
・社外取締役へのサポートは、取締役会の事前説明に加えて

研修会を実施しており、当社業務の理解に資する適切な対
応が講じられているが、社外取締役がより一層の役割を果
たしていく観点からは、当社の事業展開のグローバル化や
当社を取り巻く経営環境の変化等に即した情報提供の充実
を継続的に図っていくことが望ましい。なお、次年度は新型
コロナウイルスの状況を踏まえつつ社内視察の再開を検
討する。

環境変化に適合した経営の確保に向けた対応
・重要な経営課題については、これまでも議論を重ねてきた

が、サステナビリティを巡る課題への対応等、社会環境の変
化等を捉えて適時に対応すべき経営課題について、より議

２０２１年度「取締役会等の実効性評価」結果の概要
論の充実を図る必要がある。

・また、当年度に構築したグループベースでの経営管理体制
の枠組みに基づき、次年度はその運用状況の適切性につい
て、十分なモニタリングを行う必要がある。

社外取締役経営協議会その他社外取締役との連携等
・社外取締役経営協議会は、社外取締役の知見を踏まえた自

由闊達な議論が行われており、経営への反映という機能を
有効に発揮している。

・取締役相互、および社外取締役と経営陣との間では、概ね十
分なコミュニケーションが確保されているが、取締役会の機
能をより発揮するためには、社外取締役と執行役との間の接
点をより充実させることが望ましい。

各委員会
・指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、それぞれの役

割・責務を踏まえ、各種議案について十分な議論を行ってい
るほか、議論の状況について取締役会へ共有を行っている。

自己評価
・各取締役から、自身の活動について、十分であるとの評価と、

より一層の事業の理解等が必要であるとの評価がそれぞれ
寄せられた。

2. 前回実効性評価結果を踏まえた取組み

3. 今後の取組み
　以上の評価結果を踏まえ、以下の事項を主要な課題として
認識しました。
❶重要な経営課題に関する議論の充実
❷取締役会の審議の充実に資する資料および説明のさらなる質的向上
❸社外取締役と経営陣の意見交換の充実

　これらの課題の解決に向けた対応を講じることで、取締役
会等のさらなる実効性の向上に努めていきます。

重要な経営課題に関する
議論の充実

・取締役会付議事項の見直しを通じて、
重要な経営課題に関する議論の時間
の確保・充実に取り組んだ。

・社外取締役経営協議会において、当
社のこれまでの取組みの概要につい
て共有を図ったほか、中長期を見据え
た環境認識について議論を行った。

取締役会資料および説明
のさらなる充実

・取締役会資料のサマリーペーパーの
さらなる充実により、決議・報告事項
や論点およびリスクの明確化等に一
層取り組んだ。

社外取締役と経営陣の
意見交換の充実

・監査委員会および指名委員会と執行
役との意見交換を実施した。

継続的な取締役への情
報提供

・海外グループ会社への派遣取締役等
との意見交換や研修会の実施を通じ
た情報提供のほか、社外取締役に対
する事前説明等の機会を捉えて必要
な情報提供を行った。

２０２１年度における対応状況２０２０年度の主要な課題

※２０２２年６月時点での評価結果であり、社外取締役の員数は過半数に復元しています。
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監査委員会監査について
監査委員会監査の組織、人員

　指名委員会等設置会社である当社の監査委員会は、
４名の監査委員で構成しています。うち３名を非常勤の
社外監査委員、１名を常勤の社内監査委員としていま
す。当社では、取締役会において監査委員の選定方針
を定め、監査業務の遂行にあたって十分な知識および
経験ならびに高い見識を有すると認められることを監
査委員の要件とし、監査委員を選定しています。現在の
監査委員会の委員長および議長には、社外監査委員で
ある釡和明氏が就任しています。
　社外監査委員である森公高氏は公認会計士の資格を
有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を
有しています。
　なお、2021年8月31日をもって社外監査委員1名が
辞任により退任し監査委員3名での運営となりました
が、監査意見の形成に支障はありませんでした。2022
年7月5日付にて、従来の監査委員4名体制となってい
ます。
　監査委員会は、各監査委員の社内・社外、常勤・非常
勤の別等を考慮し、監査計画において監査委員の役割
分担を定めています。
　監査委員会の監査業務をサポートするために監査委
員会事務局を設置し、適正な知識、能力、経験を有する
専任のスタッフ９名を配置しています。当該スタッフの
人員数・異動等は、監査委員会の事前同意事項とし、業
務執行からの独立性を確保しています。

監査委員会の活動状況

監査委員会監査の手続き
　監査委員会は、監査委員会が定めた監査規則に準拠
し、また、監査委員会で策定する監査の方針、監査計画、
職務の分担等に基づき、内部監査部・内部統制部門と連
携のうえ、監査を行っています。
　監査委員会は、内部監査部および会計監査人から監
査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受
け、意見交換を行っています。内部監査計画は、監査委
員会の同意を得たうえで取締役会にて決定しています。
また、監査委員会には原則として内部監査部担当執行役

（員）が同席しています。
　監査委員会は、意見交換を十分に行ったうえで、監査
活動の内容や形成した意見等について取締役会へ報告
し、また、必要に応じて執行役等に対して提言や意見表
明を行っています。

　当社では監査委員会を原則月1回開催するほか、必
要に応じて随時開催しています。当事業年度においては
15回開催しました。
　当事業年度における監査委員会の平均所要時間は約
2時間10分、付議議案数は72件でした。また、当事業年
度は、在籍する監査委員全員がすべての監査委員会に
出席しています。

■ 開催頻度、個々の監査委員の出席状況

監査委員会の主な検討事項
　監査委員会は監査計画を策定し、取締役および執行
役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは
定款への違反がないか、執行役は取締役会が定めた基
本方針および計画等に従い、適法、妥当かつ効率的に業
務を執行しているか等について確認しています。また、
会社の内部統制システムが適切に整備され運用されて
いるかどうか、会計監査人が適切に監査の職務を遂行し
ているか等についても確認しています。
　当事業年度における監査委員会の主な検討事項は次
のとおりです。

■ 監査委員会の主な検討事項、活動状況

　新型コロナウイルス感染症への対応に関し、監査委員会は、執
行役からの職務執行状況の聴取、常勤監査委員による諸会議への
出席等を通じて、感染防止や保険金支払い等の重要業務継続に向
けた対応等を確認しました。また、在宅勤務や非接触での営業活
動等の推進に向けた取組み等の状況について確認し、適切性や実
効性を検討しました。

❶ 新型コロナウイルス感染症への対応

　住友生命グループの役職員が経営方針を行動レベルで実践す
るための指針である「住友生命グループ行動規範」に関し、監査委
員会は、統制環境として重視し、執行役からの職務執行状況の聴
取、子会社等代表者や支社役職者との意見交換等を通じて、その
浸透・定着に向けた取組み等の状況を確認し、適切性や実効性を
検討しました。

　当社の重点取組事業の１つである海外事業に関し、監査委員会
は、執行役からの職務執行状況の聴取、派遣役員等との意見交換等
を通じて、子会社であるシメトラの経営状況やアジア出資先の企業
価値向上に向けた取組み等の状況を確認し、妥当性を検討しました。

❷「住友生命グループ行動規範」の浸透・定着

❸ 海外事業への取組み

　グループベースの適切な経営管理に関し、監査委員会は、「保険
会社向けの総合的な監督指針」の改正を踏まえた内部統制基本
方針の改正およびグループ経営管理基本方針の新設に関する取
締役会からの諮問を受け答申を行うとともに、執行役からの職務
執行状況の聴取等を通じて、グループベースの経営管理体制の構
築状況を確認し、適切性・妥当性を検討しました。

❹ グループベースの経営管理
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当事業年度の監査委員会の主な活動状況
　監査委員は取締役会等の重要な会議に出席し、取締
役および執行役等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、子会
社から必要に応じて事業の報告を受けました。さらに、
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を
実施しているかを監視および検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　常勤の監査委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監
査環境の整備や社内の情報の収集に積極的に努め、経
営政策会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類
等の閲覧、当社の各部署や子会社等からの報告聴取な
どを行い、その結果を監査委員会に報告しました。
　当事業年度は、監査委員会において代表執行役社長
と監査上の重要課題等について2回にわたり意見交換
を行いました。また、担当部門を有する執行役10名を
監査委員会に招聘し、その職務の執行に関する事項の
報告を受け意見交換を行った他、リスク管理部門を統括
する執行役・部長、サイバーセキュリティ統括責任者と
の意見交換等を行いました。さらに、国内外子会社等４
社の代表者等と各社の経営計画の遂行状況、内部統制
システムの整備状況等についての意見交換を行いまし

た。内部監査部からは、内部監査実施状況・結果、各月の
個別内部監査結果、内部監査品質の自己評価結果等の
報告を受け、意見交換を行いました。内部監査部担当執
行役（員）は監査委員会の全ての案件に出席を行い、必
要に応じて意見を述べました。会計監査人からは、その
職務の執行状況等について監査委員会において４回に
わたり報告を受け、意見交換を行いました。その中で、
連結財務諸表監査において任意適用する「監査上の主
要な検討事項（KAM：Key Audit Matters）」について
協議を行いました。
　監査委員会は、毎年監査委員会の活動を振り返り、今
後の監査活動に活かすためにアンケート方式で、監査委
員会の自己評価を実施しています。当事業年度におい
ても、自己評価を行い、監査委員会においてその結果を
検証・議論し、結果を取締役会に報告しました。
　なお、当事業年度においては、前年度に引き続き新型
コロナウイルス感染症の影響により、一部の監査活動
がリモートによる対応となりましたが、関係者間の緊密
なコミュニケーションの確保やリモート時の柔軟な対応

（幅広い参加者の確保等）により、監査意見の形成を図
りました。また、監査活動効率化の観点からのリモート
活用も積極的に進めました。
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会計監査について
会計監査の状況

監査報酬の内容等

会計監査人の名称

業務を執行した
公認会計士

　当社は、有限責任 あずさ監査法人が、品質管理体制、独立性および専門性を備え、また世界的なネットワーク
を活用したグループ監査体制を有していること等を総合的に勘案し、効率的かつ効果的な監査業務を遂行可能
であると判断し、選定しています。
　当社の監査委員会では、執行部門からの推薦を受け、会計監査人の解任または不再任の決定の方針および
会計監査人を評価するための基準に基づき評価を行った結果、有限責任 あずさ監査法人について、解任・不再
任とすべき事由がないことから同法人を再任しています。

当社の会計監査業務に係る補助者は、
公認会計士10名、会計士試験合格者等
8名、その他13名であります。

監査業務に係る
補助者の構成

継続監査期間有限責任 あずさ監査法人 38年間

羽太 典明
辰巳 幸久
鈴木 崇雄

会計監査人の
選定方針と理由

　当社の監査委員会では、会計監査人を評価するための基準を策定し、会計監査人の再任・不再任を決定する
際に、会計監査人の職務遂行状況、品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の水準、監査委員会等とのコミュ
ニケーション、および海外対応力等の観点から評価を行っています。2021年度につきましては、評価の結果、有
限責任 あずさ監査法人を解任・不再任とすべき事由はありませんでした。

監査委員会による
会計監査人の評価

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　決定方針の定めはありませんが、前事業年度までの
監査内容および会計監査人から提示された当事業年
度の監査体制、手続き、日程等の監査計画の内容等を
総合的に勘案し、監査委員会の同意を得て決定してい
ます。

　前連結会計年度及び当連結会計年度に該当事項はあ
りません。

d. 監査報酬の決定方針

　監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務
遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であ
るかについて確認した結果、会計監査人の報酬等につ
いて、同意を行っています。

e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

区分

当社
連結子会社

計

前連結会計年度 当連結会計年度

ー
２７０
２７０

１０
0
１０

ー
３００
３００

２
ー
２

監査証明業務
に基づく報酬

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

〇前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、「団体年金保険管理・特別勘定運用業
務、退職給付債務（ＰＢＯ）計算業務および年金制度管理業務に係る内部統
制の保証業務」等であります。

〇当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、「米ドル建劣後特約付社債の発行に係
るコンフォートレター作成業務」等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、経理業務デジタル化に向けた基
本構想策定に係るアドバイザリー業務であります。

〇前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、投資案件に係るデューデリジェンス業
務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関するアドバイザリー業
務であります。

〇当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。

a. 監査公認会計士等に対する報酬

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＫＰＭＧメンバーファーム）
　 に対する報酬（a.を除く）

区分

当社
連結子会社

計

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務
に基づく報酬

２０９
５２
２６１

２４
ー
２４

２１２
５１
２６３

４６
８
５５

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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内部統制
内部統制システムの整備 内部監査体制

　経営の健全性・適切性を確保する観点から、「内部管
理体制の強化」に取り組んでいます。取締役会におい
て、保険業法第53条の30第1項第1号の規定に基づき

「内部統制基本方針」を定め、この方針に基づいて、リ
スク管理体制、コンプライアンス体制および内部監査機
能の充実を図るとともに、監査委員会の監査が実効的に
行われるための体制を整備しています。さらにグループ

（当社および子会社等）の経営管理会社として「グルー
プ経営管理基本方針」を定め、グループ全体の経営管理
体制の高度化を図っています。
※内部統制システムの運用状況の概要は　   資料編P133をご参照ください。

　住友生命では、取締役会の決議を経た「グループ内部
監査方針」および「内部監査方針」において、実効性のあ
るグループベースの内部監査体制を整備・確立すること
を定めています。両方針で、内部監査の目的を「経営目
標を実現するにあたり、業務の健全性・適切性を確保し、
効果的な目標達成に寄与すること」とし、内部監査を受
ける各組織等から独立した内部監査部（65名）が、内部
管理態勢等の適切性・有効性を検証・評価し、課題・問題
点の改善提言・フォローアップを行っています。内部監
査は、国内外のグループ各社および財団のすべての業
務を対象としています。内部監査計画は、社内外の環境
変化等を踏まえたリスク認識に応じて、社外取締役が過
半数を占める監査委員会の同意を得た上で策定してい
ます。内部監査結果は、取締役会・監査委員会、代表執行
役社長等に定期的に報告を行う体制としています。そし
て、内部監査で明らかとなった課題や問題点について、
関係部門に対し改善勧告や提言を行っています。
　また、内部監査部は、監査委員会から直接、調査指示
を受けるなど、監査委員会と緊密な連携を保持して、一
体的、効率的な運営を行っています。
　本社部門に対する内部監査では、各組織の業務の遂
行状況・リスク管理状況等についての検証に加えて、複
数組織に関係する部門横断的な課題や、政策的な課題
について、全社的に検証する内部監査を実施していま
す。また、内部統制基本方針に基づく、法令等の遵守体
制、情報の保存・管理体制などの各体制における、内部
統制システムの構築・運用状況について検証を行ってい
ます。
　保険営業・保険事務の拠点である支社および募集代
理店に対しては、保険営業面でのコンプライアンスの状
況・お客さま対応の状況・保険事務の適切性の検証を目
的とした内部監査を実施しています。
　このほか、コンプライアンス統括部やリスク管理部門
等との定期的な情報交換、各組織からの情報連携や各
種会議への参加等を通じてリスクの変化を継続的にオ
フサイト・モニタリングしています。
　会計監査人との連携においては、双方の監査結果や
リスク認識を共有して、内部監査の実効性を確保してい
ます。
　また、内部監査業務の自律的かつ継続的な品質改善
に向けたプログラムを策定・実行し、内部監査体制の充
実・強化を図っています。

（前文）　当社は、経営の根本精神を表した企業理念である「経営
の要旨」を頂点とし、「経営の要旨」に示された当社の普遍的な使
命をサステナビリティの視点から明文化した「サステナビリティ
経営方針」および中長期的に目指していくお客さまの視点から
見た当社の姿を示す「住友生命ブランドビジョン」を経営方針と
している。経営方針を役職員が行動レベルで実践するための指
針として「住友生命グループ行動規範」を制定しており、また、お
客さまの最善の利益を追求する観点から、「お客さま本位の業務
運営方針」を策定し、公表している。
　上記の経営方針等に則り、当社および子会社等（以下、「グ
ループ」という）における業務の健全性および適切性の確保に向
けた内部統制システムの整備に係る基本方針として、保険業法
第53条の30第1項第1号ロおよびホの規定に基づき取締役会
が本方針を定め、役職員に対して周知徹底を図るとともに法令
に基づく開示を行う。
　また、グループの経営管理会社として、「グループ経営管理基
本方針」を定め、グループ全体の経営管理体制の高度化を図る。
　当社は、本方針およびグループ経営管理基本方針に則って内
部統制システムを整備するとともに、取締役会においてその実
効性を検証し、必要な改善を図ることとするほか、内部統制シス
テムの運用状況の概要の開示を行う。
上記の前文とともに、以下の各項目について方針を定めています。

内部統制基本方針の概要

１．監査委員会の職務の執行のための体制
①監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人
　に関する事項
②監査委員会への報告に関する体制
③�監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関

するものに限る。）について生ずる費用の前払または償
還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用または債務の処理に係る方針に関する事項

④�その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

２．業務の適正を確保するための体制
①�執行役および使用人の職務の執行が法令および定款

に適合することを確保するための体制
②�執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に

関する体制
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
④�執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制
⑤�相互会社およびその実質子会社から成る企業集団にお

ける業務の適正を確保するための体制
⑥お客さま本位の業務運営を実現するための体制
⑦内部監査の実効性を確保するための体制

01

02

03
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橋本雅博（取締役会長）
山下徹（委員長）、山本謙三、白河桃子、橋本雅博、高田幸徳 
釡和明（委員長）、森公高、片山登志子、長瀧研一
山下徹（委員長）、山本謙三、白河桃子、橋本雅博、高田幸徳 

取 締 役 会 議 長
指 名 委 員 会
監 査 委 員 会
報 酬 委 員 会

：
：
：
：

取締役会長 代表執行役

橋
は し

本
も と

雅
ま さ

博
ひ ろ

 （1956 年 2 月 21 日生）
1979 年  4 月　住友生命入社
2006 年  4 月　執行役員
2007 年  7 月　常務取締役嘱常務執行役員
2011 年  7 月　取締役　常務執行役員
2012 年  4 月　代表取締役　専務執行役員
2014 年  4 月　代表取締役社長　社長執行役員
2015 年  7 月　取締役　代表執行役社長
2021 年  4 月　取締役会長　代表執行役

取締役 代表執行役社長

高
た か

田
だ

幸
ゆ き

徳
の り

 （1964 年 9 月 3 日生）
1988 年  4 月　住友生命入社
2017 年  4 月　執行役員
2018 年  4 月　上席執行役員
2018 年 10 月　執行役常務
2021 年  4 月　代表執行役社長
2021 年  7 月　取締役　代表執行役社長

取締役 

長
な が

瀧
た き

研
け ん

一
い ち

 （1961 年 5 月 7 日生）
1984 年  4 月　住友生命入社
2014 年  4 月　執行役員
2015 年  4 月　上席執行役員
2015 年 12 月　執行役常務
2019 年  4 月　執行役専務
2019 年  7 月　取締役

取締役 代表執行役専務

角
す み

　 英
ひ で

幸
ゆ き

 （1963 年 1 月 15 日生）
1987 年  4 月　住友生命入社
2012 年  4 月　執行役員
2014 年  4 月　上席執行役員
2016 年  4 月　執行役常務
2021 年  4 月　代表執行役専務
2021 年  7 月　取締役　代表執行役専務

取締役 代表執行役専務

日
くさ

下
か

和
か ず

彦
ひ こ

 （1963 年 2 月 26 日生）
1986 年  4 月　住友生命入社
2016 年  4 月　執行役員
2018 年  4 月　上席執行役員
2019 年  4 月　執行役常務
2021 年  4 月　代表執行役専務
2021 年  7 月　取締役　代表執行役専務

（2022年7月5日現在） 

取締役
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取締役（社外取締役）

山
や ま

下
し た

　 徹
とおる

（1947 年 10 月 9 日生）
1971 年  4 月　日本電信電話公社入社
1999 年  6 月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
2007 年  6 月　同社　代表取締役社長
2012 年  6 月　同社　取締役相談役
2014 年  6 月　同社　相談役
2015 年  7 月　住友生命社外取締役
2018 年  6 月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  シニアアドバイザー
2019 年  4 月　学校法人田園調布雙葉学園理事長

取締役（社外取締役）

釡
か ま

　 和
か ず

明
あ き

（1948 年 12 月 26 日生）
1971 年  7 月　石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
2004 年  6 月　同社　執行役員
2007 年  4 月　同社　代表取締役社長 （兼） 最高経営執行責任者
2012 年  4 月　同社　代表取締役会長
2016 年  4 月　同社　取締役
2016 年  6 月　同社　相談役
2016 年  7 月　住友生命社外取締役
2020 年  4 月　株式会社ＩＨＩ  特別顧問

取締役（社外取締役）

森
も り

　 公
き み

高
た か

（1957 年 6 月 30 日生）
1980 年  4 月　新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
1983 年  8 月　公認会計士登録
2000 年  6 月　朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
2004 年  6 月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）金融本部長
2006 年  6 月　同監査法人本部理事
2011 年  7 月　有限責任あずさ監査法人 KPMG ファイナンシャルサービス・ジャパン チェアマン
2013 年  6 月　有限責任あずさ監査法人　退社
2013 年  7 月　森公認会計士事務所開設
2013 年  7 月　日本公認会計士協会会長
2016 年  7 月　日本公認会計士協会相談役
2017 年  7 月　住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

片
か た

山
や ま

登
と

志
し

子
こ

（1953 年 6 月 3 日生）
1977 年  8 月　大阪家庭裁判所裁判所事務官
1980 年  4 月　大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官
1988 年  4 月　弁護士登録
1993 年  4 月　片山登志子法律事務所開設
2005 年  7 月　片山・黒木・平泉法律事務所（現 片山・平泉法律事務所）開設
2005 年 12 月　特定非営利活動法人消費者支援機構関西副理事長
2018 年  7 月　住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

山
や ま

本
も と

謙
け ん

三
ぞ う

（1954 年 1 月 21 日生）
1976 年  4 月　日本銀行入行
2002 年  2 月　同行　金融市場局長
2003 年  5 月　同行　ニューヨーク駐在参事
2003 年 12 月　同行　米州統括役兼ニューヨーク事務所長
2005 年  7 月　同行　決済機構局長
2006 年  7 月　同行　金融機構局長
2008 年  5 月　同行　理事
2012 年  6 月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 取締役会長
2018 年  6 月　オフィス金融経済イニシアティブ代表
2019 年  7 月　住友生命社外取締役

取締役（社外取締役）

白
し ら

河
か わ

桃
と う

子
こ

（1961 年 4 月 25 日生）
1984 年  4 月　住友商事株式会社入社
1988 年 10 月　First Boston (Japan) Ltd. Tokyo 入社
1989 年  7 月　Lehman Brothers Co.Ltd. Tokyo 入社
1993 年 10 月　Decision Japan Co.Ltd. Tokyo 入社
1998 年  2 月　インドネシアに転住。同国在留中、執筆活動を継続
2002 年  4 月　帰国後、本格的にフリーの著述活動、講演活動等開始
2013 年  4 月　相模女子大学客員教授
2017 年 12 月　東京大学大学院情報学環客員研究員
2018 年  4 月　昭和女子大学総合教育センター客員教授

（2022年7月5日現在） 

取締役

2020 年  4 月　相模女子大学大学院特任教授
2021 年  4 月　iU 情報経営イノベーション専門職大学　超客員教授
2022 年  7 月　住友生命社外取締役
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社外取締役の選任理由について

サクセッションプラン

取締役
山下  徹
選任理由
　ITシステムの提供を展開する株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表
取締役社長経験者としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営
に反映していただくため、社外取締役に選任しています。同氏には、企業
経営に関する豊富な経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業
務執行の決定、執行役および取締役の職務の執行に対する監督、指名
委員会・報酬委員会の委員長等の役割を果たしていただくことを期待し
ています。同氏は他の企業での社外取締役としての経験も有しており、
その経歴を通じて十分な知識、経験および高い見識を有すると認められ
るため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判
断しています。

取締役
釡  和 明
選任理由
　総合重機メーカーである株式会社IHIの代表取締役社長経験者とし
ての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくた
め、社外取締役に選任しています。同氏には、企業経営に関する豊富な
経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業務執行の決定、執行
役および取締役の職務の執行に対する監督、監査委員会の委員長等の
役割を果たしていただくことを期待しています。同氏は他の企業での社
外取締役としての経験も有しており、その経歴を通じて十分な知識、経
験および高い見識を有すると認められるため、社外取締役としての職務
を適切に遂行していただけるものと判断しています。

取締役
森  公 高
選任理由
　企業会計分野における豊富な知識、経験および見識を当社の経営に
反映していただくため、社外取締役に選任しています。同氏には、企業
会計に関する豊富な経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業
務執行の決定、執行役および取締役の職務の執行に対する監督、監査
委員会の委員等の役割を果たしていただくことを期待しています。同氏
は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社
の経営に関与したことはありませんが、大手監査法人の代表社員として
企業会計の職務に携わるなど、その経歴を通じて専門家として十分な
知識、経験および高い見識を有すると認められるため、社外取締役とし
ての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。

取締役
片山  登 志 子
選任理由
　消費者問題の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の
経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。同氏には、
消費者問題および法律に関する豊富な経験と深い知識を活かし、経営
の基本方針等の業務執行の決定、執行役および取締役の職務の執行に
対する監督、監査委員会の委員等の役割を果たしていただくことを期待
しています。同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以
外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として長
年にわたり消費者問題や法律に関する職務に携わるなど、その経歴を通
じて専門家として十分な知識、経験および高い見識を有すると認められ
るため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判
断しています。

取締役
山本  謙 三
選任理由
　日本銀行の理事・局長等経験者、金融・経済の専門家としての豊富な
知識、経験および見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締
役に選任しています。同氏には、金融・経済に関する豊富な経験と深い知
識を活かし、経営の基本方針等の業務執行の決定、執行役および取締
役の職務の執行に対する監督、指名委員会・報酬委員会の委員等の役
割を果たしていただくことを期待しています。同氏は他の企業での社外
取締役としての経験も有しており、その経歴を通じて十分な知識、経験
および高い見識を有すると認められるため、社外取締役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断しています。

取締役
白河  桃 子
選任理由
　ダイバーシティ、働き方改革、女性やミドル人材活躍推進等の専門家
としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反映していただく
ため、社外取締役に選任しています。同氏には、ダイバーシティ等に関す
る豊富な経験と深い知識を活かし、経営の基本方針等の業務執行の決
定、執行役および取締役の職務の執行に対する監督、指名委員会・報酬
委員会の委員等の役割を果たしていただくことを期待しています。同氏
は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社
の経営に関与したことはありませんが、ジャーナリスト、作家、教育者、公
的な諸会議の委員として長年にわたりダイバーシティ等に関する職務
に携わるなど、その経歴を通じて専門家として十分な知識、経験および
高い見識を有すると認められるため、社外取締役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断しています。

　当社では、代表執行役社長の選定プロセスの透明性
と適切性を確保するため、社外取締役が委員長を務め、
委員の過半数を社外取締役が占める指名委員会におい
て、代表執行役社長の後継者計画に関する審議を行い、
その審議内容の報告を受けることを通じ、取締役会が
同計画について適切に監督しています。
　代表執行役社長を社内から登用する場合、社長後継
人材は適時適切なミッションを付与すること等を通じて

育成することとし、社長としての職責を果たすに足る十
分な知識・経験・高い見識を有する候補者群の中から選
抜した複数の候補者について、指名委員会において一
定の期間、社長後継者としての適格性を観察・確認の
上、そのうち最も適任と考えられる人材を取締役会へ答
申し、取締役会において選任することを基本的な考え方
としています。

価値創造を支える基盤03

82 住友生命［統合報告書］ 2022年度 ディスクロージャー誌



取締役および執行役人数　男性18名　女性2名　 取締役および執行役のうち女性の比率　10％

執行役専務

栄
え い

森
も り

剛
た け

志
し

（1964 年 5 月 26 日生）
1987 年 	4 月	 住友生命入社
2016 年 	4 月	 執行役員
2017 年	 4 月	 上席執行役員
2017 年	 7 月	 執行役常務
2022 年	 4 月	 執行役専務

執行役常務

松
ま つ

本
も と

　 巌
いわお

（1963 年 10 月 11 日生）
1987 年	 4 月	 住友生命入社
2016 年	 4 月	 執行役員
2017 年 	4 月	 上席執行役員
2018 年	 7 月	 執行役常務

執行役常務

百
ゆ

合
り

達
た つ

哉
や

（1964 年 6 月 18 日生）
1988 年 	4 月	 住友生命入社
2017 年	 4 月	 執行役員
2019 年	 4 月	 上席執行役員
2019 年	 7 月	 常務執行役員
2020 年 	4 月	 執行役常務

執行役常務

岩
い わ

井
い

豊
と よ

城
き

（1965 年 9 月 7 日生）
1989 年 4 月	 住友生命入社
2018 年 4 月	 執行役員
2019 年 4 月	 上席執行役員
2020 年 	4 月	 執行役常務

執行役常務

堀
ほ り

江
え

喜
き

義
よ し

（1965 年 8 月 28 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2018 年 4 月	 執行役員
2020 年 	4 月	 常務執行役員
2021 年 	4 月	 執行役常務

執行役常務

松
ま つ

本
も と

　 誠
まこと

（1964 年 5 月 19 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2018 年 4 月	 執行役員
2020 年 4 月	 上席執行役員
2021 年 4 月	 執行役常務　　　

執行役常務

汐
し お

満
み つ

　 達
とおる

（1964 年 8 月 23 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2018 年 4 月	 執行役員
2020 年 4 月	 上席執行役員
2021 年 4 月	 執行役常務

執行役常務

藤
ふ じ

　 秀
ひ で

壮
お

（1964 年 5 月 23 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2017 年 7 月	 執行役員
2019 年 4 月	 上席執行役員
2020 年 4 月	 常務執行役員
2022 年 4 月	 執行役常務

執行役常務

香
か

山
や ま

　 真
まこと

（1964 年 3 月 27 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2019 年 4 月	 執行役員
2021 年 4 月	 常務執行役員
２０２2 年 4 月	 執行役常務

（2022年7月5日現在）​

（2022年7月5日現在）​

執行役

スキル・マトリックス

　「経営戦略に照らし、取締役会が備えるべきスキル等」と
して、当社では、「企業経営」、「財務・会計」、「法務」、「金融・
経済」、「消費者志向」、「ダイバーシティ」、「デジタル・ＩＴ」、

「国際性」、「生命保険事業」の９項目を特定しています。
　当社では指名委員会において、毎年、取締役会の構成や
取締役に求められる知識・経験・能力等（以下、「スキル」）に
関する審議を行っており、社外取締役については、「企業経
営」、「財務・会計」、「法務」、「金融・経済」、「消費者志向」、「ダ
イバーシティ」、「デジタル・ＩＴ」、「国際性」に関する豊富な経
験と深い知識を有する方々を選任し、その高い見識を当社
の経営に反映していただくことを期待しています。
　また、生命保険事業を営む当社にとって、「生命保険事
業」に関するスキルは業務執行の決定や執行役等の監督
を適切に行うために重要かつ不可欠であり、当スキルに
つきましては執行役として多様で豊富な職務の執行経験
を有する社内取締役が主として担うものとしています。
なお、この「生命保険事業」のスキルには、「商品・サービ
ス」、「収益管理（保険計理、経理、事業費、資本政策含む）」、

「コンサルティング（リテール営業（営業職員、マルチチャ
ネル）、ホール営業含む）」、「資産運用」、「海外事業」、「人事

（教育、人事政策含む）」、「コンプライアンス・リスク管理」、
「グループガバナンス」といったスキルを含みます。

　９項目のスキルのうち、「消費者志向」と「ダイバーシ
ティ」については、特に多義的な概念でありますが、当社
は企業理念「経営の要旨」の第一条に生命保険事業を通
じ社会公共の福祉に貢献することを掲げており、「消費
者志向」は、お客さま、社会から信頼される公正で良質
な事業活動を通じ、豊かで明るい長寿社会の実現を目
指す当社のパーパス（存在意義）に深く関わる大切なス
キルです。
　また、当社は、お客さま、職員、社会にとって、「人」と「デ
ジタル」で「ウェルビーイング※」に貢献する「なくてはなら
ない」生命保険会社の実現を目指すことを経営計画の基
本方針に掲げています。目に見えない保険の価値をお客
さまにしっかりとお伝えしていくには「人」が介在すること
が重要で、デジタルの力も活用し、その「人に根差した価
値」を磨き続けていく必要があります。このため多様な人
財が活躍できる環境を整えそれを絶えず前進させていく
スキルとしての「ダイバーシティ」は、当社にとって大変重
要な意義を持つものです。そして、多様なバックグラウン
ドを持つ取締役の存在は、多様な視点を生み、取締役会
全体の判断能力の向上につながるものであることから、
取締役会の構成についてもその多様性を念頭に置いて
検討を続けていきます。

山本 謙三(68)
白河 桃子(61)

社外取締役
社外取締役 指名委員、報酬委員

指名委員、報酬委員
片山 登志子(69) 社外取締役 監査委員
森 　公高(65) 社外取締役 監査委員
釡　 和明(73) 社外取締役 監査委員長
山下　 徹(74) 社外取締役 指名委員長、報酬委員長

日下 和彦(59) 取締役代表執行役専務 事務サービス企画部、契約サービス部、お客さまサービス部、
保険金サービス部、契約審査部、法人総合サービス部

調査広報部、企画部、主計部、経理部
常勤監査委員
指名委員、報酬委員
指名委員、報酬委員

角 　英幸(59) 取締役代表執行役専務

氏　名
 ( )内は年齢 当社における地位及び担当 

橋本 雅博(66) ● ●
● ● ●●

●
●

●
●

● ● ●

●
● ● ●

● ●
●

● ●
●
●●

● ●
●

●
●

●

● ●

● ●

●
●

高田 幸徳(57)
長瀧 研一(61)

取締役会長代表執行役
取締役代表執行役社長
取締役

企
業
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営

財
務・会
計

法
務

金
融・経
済

消
費
者
志
向

ダ
イ
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シ
テ
ィ

デ
ジ
タ
ル・I
T

国
際
性

生
命
保
険
事
業

■ 「当社の取締役会が備えるべきスキル等」に関する考え方

■ 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス
※ 「ウェルビーイング」とは、「一人ひとりのよりよく生きること」であり、生命保険が提供する新たな価値を意味します。
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常務執行役員

平
ひ ら

井
い

克
か つ

典
の り

（1962 年 12 月 20 日生）
1985 年 	4 月	 住友生命入社
2015 年 	4 月	 執行役員  兼  営業人事部長
2016 年	 3 月	 執行役員  兼  都心営業総局長
2017 年	 3 月	 執行役員  兼  首都圏本部長
2017 年	 4 月	 上席執行役員  兼  首都圏本部長
2018 年	 3 月	 上席執行役員
2018 年	 4 月	 常務執行役員
2021 年 	6 月	 常務執行役員  兼  第２総合法人部長
2021 年 	10月	 常務執行役員

常務執行役員 兼 九州本部長

小
お

山
や ま

英
ひ で

樹
き

（1962 年 8 月 19 日生）
1986 年	 4 月	 住友生命入社
2016 年	 4 月	 執行役員  兼  中部総合法人部長
2017 年 	3 月	 執行役員  兼  中部本部長
2018 年	 4 月	 上席執行役員  兼  中部本部長
2019 年	 4 月	 常務執行役員  兼  首都圏本部長
2020 年	 3 月	 常務執行役員　㈱スミセイ・サポ－ト＆コンサルティング
2021 年 	4 月	 常務執行役員  兼  九州本部長

常務執行役員

小
こ

松
ま つ

史
ふ み

彦
ひ こ

（1962 年 10 月 29 日生）
1986 年 	4 月	 住友生命入社
2017 年	 4 月	 執行役員  兼  営業総括部長
2019 年	 4 月	 上席執行役員  兼  金融総合法人部長
2020 年	 3 月	 上席執行役員
2020 年 	4 月	 常務執行役員

常務執行役員 兼 中部本部長

川
か わ い

合 一
い ち

龍
りゅう

（1964 年 7 月 15 日生）
1988 年	 4 月	 住友生命入社
2018 年	 4 月	 執行役員  兼  東京中央支社長
2019 年	 4 月	 執行役員  兼  中部本部長
2020 年	 4 月	 上席執行役員  兼  中部本部長
2021 年	 4 月	 常務執行役員  兼  中部本部長
2021 年 	10月	 常務執行役員  兼  中部総合法人部長  兼  中部本部長
2022 年	 4 月	 常務執行役員  兼  中部本部長

常務執行役員

中
な か

野
の

祥
よ し

宏
ひ ろ

（1964 年 12 月 10 日生）
1987 年 4 月	 住友生命入社
2018 年 4 月	 執行役員  兼  岐阜支社長
2019 年 4 月	 執行役員  兼  首都圏本部副本部長
2020 年	 3 月	 執行役員  兼  首都圏本部長
2020 年 4 月	 上席執行役員  兼  首都圏本部長
2022 年 4 月	 常務執行役員

常務執行役員

貞
さ だ

永
な が

　 智
さとし

（1966 年 1 月 24 日生）
1988 年	 4 月	 住友生命入社
2019 年	 4 月	 執行役員  兼  第１総合法人部長
2021 年 	4 月	 上席執行役員  兼  第１総合法人部長
2022 年 	4 月	 常務執行役員

上席執行役員 

荒
あ ら

井
い

和
か ず

彦
ひ こ

（1962 年 11 月 4 日生）
1985 年 4 月	 住友生命入社
2017 年 9 月	 執行役員
2019 年 1 月	 執行役員 ＢＮＩライフインシュアランス
2020 年 4 月	 上席執行役員 ＢＮＩライフインシュアランス
2021 年	 4 月	 上席執行役員 

上席執行役員 兼 ＣＸ企画部長

中
な か

西
に し

達
た つ

郎
ろ う

（1963 年 11 月 21 日生）
1987 年 	4 月	 住友生命入社
2019 年 	4 月	 執行役員  兼  事務サービス企画部長 兼  契約審査部長
2019 年 	7 月	 執行役員  兼  事務サービス企画部長
2021 年 	4 月	 上席執行役員  兼  事務サービス企画部長
2022 年 	4 月	 上席執行役員 兼 ＣＸ企画部長

上席執行役員 兼 リスク管理統括部長

藤
ふ じ

本
も と

史
ふ み

人
と

（1965 年 10 月 19 日生）
1988 年	 4 月	 住友生命入社
2019 年	 4 月	 執行役員  兼  主計部長
2021 年 	4 月	 上席執行役員  兼  リスク管理統括部長

上席執行役員 兼 都心総括部長

毛
も う

利
り

聡
さ と

志
し

（1966 年 4 月 24 日生）
1989 年 4 月	 住友生命入社
2019 年 4 月	 執行役員
2020 年 3 月	 執行役員  兼  九州本部長
2021 年 	4 月	 上席執行役員  兼  都心総括部長

上席執行役員 兼 営業総括部長

橋
は し

本
も と

篤
あ つ

史
し

（1967 年 3 月 3 日生）
1989 年 4 月	 住友生命入社
2019 年 4 月	 執行役員  兼  仙台支社長  兼  営業総括部担当部長
2020 年 3 月	 執行役員  兼  営業総括部長
2021 年 	4 月	 上席執行役員  兼  営業総括部長

上席執行役員 兼 新規ビジネス企画部長

藤
ふ じ

本
も と

宏
ひ ろ

樹
き

（1965 年 5 月 12 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員  兼  新規ビジネス企画部長
2021 年 	4 月	 上席執行役員  兼  新規ビジネス企画部長

上席執行役員 シメトラ

笹
さ さ

川
が わ

宗
む ね

男
お

（1964 年 2 月 17 日生）
1987 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員  シメトラ
2022 年 4 月	 上席執行役員  シメトラ

上席執行役員 兼 近畿北陸本部長

松
ま つ

山
や ま

雅
ま さ

映
て る

（1965 年 8 月 9 日生）
1989 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員  兼  岡山支社長
2022 年 4 月	 上席執行役員  兼  近畿北陸本部長

上席執行役員 兼 内部監査部長

寺
て ら

㟢
さ き

啓
け い

介
す け

（1966 年 4 月 21 日生）
1989 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員
2022 年 4 月	 上席執行役員  兼  内部監査部長

上席執行役員 グループ・サステナビリティオフィサー

髙
た か

尾
お

延
の ぶ

治
じ

（1966 年 7 月 11 日生）
1989 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員  兼  企画部長
2022 年 4 月	 上席執行役員 グループ・サステナビリティオフィサー

上席執行役員 兼 中部総合法人部長

吉
よ し

原
は ら

伸
の ぶ

和
か ず

（1966 年 2 月 16 日生）
１９８８ 年 4 月	 住友生命入社
２０２１ 年 4 月	 執行役員  兼  横浜支社長
２０２2 年 4 月	 上席執行役員  兼  中部総合法人部長

上席執行役員 兼 国際業務部長

川
か わ

口
ぐ ち

謙
け ん

誠
せ い

（1965 年 10 月 23 日生）
１９８９ 年 4 月	 住友生命入社
２０２１ 年 4 月	 執行役員  兼  人事部長
２０２2 年 4 月	 上席執行役員  兼  国際業務部長

執行役員 兼 横浜支社長

永
な が

橋
は し

克
か つ

介
す け

（1966 年 3 月 6 日生）
1990 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員  兼  近畿北陸本部長
2022 年 4 月	 執行役員  兼  横浜支社長

執行役員　いずみライフデザイナ－ズ㈱

塚
つ か

本
も と

健
け ん

太
た

郎
ろ う

（1967 年 1 月 29 日生）
1990 年 4 月	 住友生命入社
2020 年 4 月	 執行役員  兼  札幌支社長  兼  営業総括部担当部長
2021 年 	4 月	 執行役員 いずみライフデザイナ－ズ㈱

執行役員

石
い し

原
は ら

拓
た く

己
み

（1966 年 4 月 27 日生）
1990 年 4 月	 住友生命入社
２０２１ 年 4 月	 執行役員

執行役員 兼 京都支社長

佐
さ

野
の

啓
け い

治
じ

（1966 年 12 月 5 日生）
1990 年 4 月	 住友生命入社
２０２１ 年 4 月	 執行役員  兼  京都支社長

執行役員 人財共育本部副本部長

山
や ま

本
も と

浩
ひ ろ

実
み

（1963 年 1 月 5 日生）
２００１ 年 5 月	 住友生命入社
２０２１ 年 4 月	 執行役員  兼  名古屋支社長
２０２2 年 4 月	 執行役員 人財共育本部副本部長​

執行役員 兼 大阪総括部長

早
は や

川
か わ

元
も と

啓
ひ ろ

（1964 年 1 月 29 日生）
1986 年 4 月	 住友生命入社
２０２2 年 4 月	 執行役員  兼  大阪総括部長

執行役員 兼 首都圏本部長

安
あ ん

保
ぼ

利
と し

和
か ず

（1964 年 7 月 18 日生）
1988 年 4 月	 住友生命入社
2022 年 4 月	 執行役員  兼  首都圏本部長

執行役員 兼 仙台支社長 兼 営業総括部担当部長

中
な か

山
や ま

　 猛
たけし

（1967 年 7 月 18 日生）
1990 年 4 月	 住友生命入社
2022 年 4 月	 執行役員  兼  仙台支社長  兼  営業総括部担当部長

執行役員 兼 運用企画部長

藤
ふ じ

村
む ら

俊
と し

雄
お

（1967 年 12 月 23 日生）
1990 年 4 月	 住友生命入社
2022 年 4 月	 執行役員  兼  運用企画部長

執行役員 人生１００年サポート部長

千
ち

葉
ば

由
ゆ

紀
き

子
こ

（1962 年 11 月 8 日生）
1992 年 7 月	 住友生命入社
2022 年 4 月	 執行役員 人生100年サポート部長

（2022年7月5日現在）​

執行役員
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コンプライアンスへの取組み
住友生命では、お客さまの信頼にお応えし続けていくという経営の基本をより強固なものとしていくた
め、コンプライアンスを重要な経営課題と捉え、以下のコンプライアンス推進体制を構築しています。

コンプライアンスに関する基本方針・規程

コンプライアンスを重視した企業風土の醸成

コンプライアンス推進体制

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策

内部通報制度

　「社会公共の福祉に貢献する」というパーパスに基づ
いて、経営の基本理念である「経営の要旨」ならびに住
友生命グループ各社および役職員一人ひとりが実践し
ていく指針を定めた「住友生命グループ行動規範」に則
り誠実に業務を遂行しています。さらに、コンプライア
ンスに関する基本方針を明確化するため、その推進に
関する基本的事項を定めた「グループ法令等遵守方針」
および「法令等遵守方針」「保険募集管理方針」を制定
し、これに基づきコンプライアンス推進体制を整備して
います。

　コンプライアンスを重視した企業風土の醸成とその
徹底を図るべく、コンプライアンスに関する基本的な考
え方や個々の業務に関し特に留意すべき事項等をまと
めた「コンプライアンス・マニュアル」および「保険募集コ
ンプライアンス・マニュアル」を策定し、全役職員への徹
底を図っています。コンプライアンスに関する研修を幅
広く実施しているほか、イントラネットやデジタルツール
等を活用したコンプライアンス教育も定期的・継続的に
行っています。

　全社のコンプライアンスを推進するため、社長を委員
長とするコンプライアンス委員会を設置しています。コン
プライアンス委員会は、下部組織であるモニタリング連
絡会議を通じて、個別課題等のモニタリング・分析状況等
について報告を受け課題解決に向け審議しています。ま
た全社のコンプライアンスを統括する組織としてコンプ
ライアンス統括部を設置しています。コンプライアンス
統括部では、上記個別課題への取組みに加え、会社全体
の法令等遵守状況を取締役会等へ報告し、業務運営に必
要な指示を受けています。このような取組みを機能させ
るため、本社各部門および各支社はコンプライアンス取
組計画を策定し、年度計画を通じたコンプライアンス推
進に努めています。また、各支社においては、支社コンプ
ライアンス委員会を中心とした自律機能の発揮にも力を
入れています。このように経営主導の下、全社一丸となっ
たコンプライアンスに対する取組みを行っています。

＜勧誘方針＞
「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、お客さまへ商品をお勧めするに際して配慮すべき事項をまとめた「勧
誘方針」を策定し、全国の支社・支部等に掲示しているほか、ホームページにも掲載しています。

　金融システムの健全性の維持に資するべく、法令等や
外部環境を踏まえたリスクベースのマネー・ローンダリ
ングおよびテロ資金供与対策を下記のコンプライアン
ス推進体制の下で実施しています。

　法令・規定に違反する行為の早期発見と是正を図るた
め内部通報・相談窓口を設置しています。内部通報制度
の実効性を高める観点から、通報者が通報を理由として
不利益な取扱いを受けないことを明確に定め、電話や
Web等で受け付ける通報・相談窓口に加え、社外弁護
士窓口を設置するなど、安心して通報できる環境の整備
に取り組んでいます。

コンプライアンス推進体制

報
告

指
示報

告

取締役会

指名委員会 報酬委員会 監査委員会

コンプライアンス委員会

モニタリング連絡会議

本 社 支社等

報
告・ 指
示

コンプライアンス統括部

報
告

指
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サ
ポ
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内部通報

住友生命内部通報・
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内
部
監
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推進体制

「Ｍｙ じんけん宣言」

人権教育・啓発
　住友生命は、本社をはじめとするすべての所属（部・
支社・事業部）に人権啓発委員会を設置し、「住友生命グ
ループ人権方針」に基づく人権尊重への取組みや全社の
教育啓発運営計画に基づく取組状況等の確認を行うとと
もに各所属における人権啓発の推進を行なっています。

　企業、団体、個人が人権を尊重する行動をとることを
宣言する法務省プロジェクトの「Ｍｙ じんけん宣言」に賛
同し、当社の「Ｍｙ じんけん宣言」を公表しました。

　入社時研修、人権啓発リーダー育成研修、管理職研修
等対象層に応じた、きめ細かな人権啓発・研修を行うととも
に、全職員を対象とした人権定例研修、毎月の「人権を考え
る日」運営、「人権啓発標語」への応募勧奨など一人ひとり
の人権意識高揚につながる取組みを推進しています。
　研修テーマとして、「同和問題」「障がい者の人権」「外
国人の人権」をはじめとして「ハラスメントの未然防止」

「ＬＧＢＴへの理解促進」「メンタルヘルスについて」等、
多様化する人権課題への対応に取り組んでいます。

　サステナビリティ経営を一層推進し、「ＳＤＧｓ達成への貢献」を果たしていく観点から、国内外で社会的に求められる「ビジネス
と人権」の視点も踏まえ、２０２１年１１月に「住友生命グループ人権方針」を制定し、人権を尊重する取組みをさらに推進しています。

人権尊重への取組み

住友生命グループ人権方針

　住友生命保険相互会社（以下、「当社」といいます。）は企業理念である「経営の要旨」を頂点とし、「サステナビリティ経営方針」および「住友生命ブラ
ンドビジョン」を経営方針としています。また、経営方針を役職員が行動レベルで実践するための「住友生命グループ行動規範」を制定しています。当
社および子会社は、これらの経営方針等および「住友生命グループ人権方針」に則り、普遍的な使命であるサステナビリティの推進に取り組むととも
に、すべての事業活動に関わるステークホルダーの人権を尊重するための取組みを通じて、健康で心豊かな社会づくりの実現に貢献してまいります。
1.国際規範の尊重
当社および子会社は、「国際人権章典」「国連グローバルコンパクト」「労働における基本的原則及び権利に関するＩＬＯ宣言」および国連
「ビジネスと人権に関する指導原則」など、人権に関する国際規範を尊重します。
当社および子会社は、事業活動を行う地域で適用される法令等を遵守するとともに、人権に関する国際規範と相反する場合は、その地域
の法令等を遵守しつつ、人権に関する国際規範を尊重するための方法を追求してまいります。

２．方針の適用範囲
本方針は、当社および子会社のすべての役職員に適用されます。また、本方針に則り、投融資先企業やビジネスパートナーに対しても人権
を尊重するよう対処してまいります。

３．事業活動における人権尊重の取組み
当社および子会社は、バリューチェーンを含めた事業活動のすべてのプロセスにおいて関わるステークホルダーの人権を尊重します。
あらゆる事業活動において、人種、民族、国籍、性別、性的指向、性自認、年齢、出身、社会的身分、信条、宗教、障がいの有無、身体的特徴など
を理由にした差別や人権侵害を行いません。
多様化する人権問題に対し、差別や偏見のない真に人権が尊重される社会の実現のため、役職員一人ひとりが自らの問題ととらえ、豊か
な人権感覚を持って行動に結びつける人権尊重の企業風土の醸成を推進します。

４．人権デュー・ディリジェンス
当社および子会社は、事業活動において起こりうる顕在化したまたは潜在的な人権に対する負の影響を継続的に検証し、未然防止または軽減に努めます。

５．救済・是正
当社および子会社は、事業活動において人権に対する負の影響を引き起こした場合、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、
適切な手続きを通じてその救済や是正を行い、再発防止に取り組みます。

６．教育・啓発
当社および子会社は、本方針が事業活動の中で効果的に実施されるために、すべての役職員に対して適切な教育、幅広い人権啓発に取り組みます。

７．ステークホルダーとの対話
当社および子会社は、人権課題に対する対応について、ステークホルダーとの対話や協議に努めます。

８．情報開示
本方針に基づく人権尊重の取組みについては、当社ホームページ等を通じて開示します。

住友生命グループ人権方針

住友生命では、多様な人権課題に対する理解浸透を図るために「人権に関する啓発・教育等」を推進するとともに、
「住友生命グループ行動規範」ならびに「住友生命グループ人権方針」の定めに基づき、「SDGs達成への貢献」に対
応する重要な取組みのひとつである「人権への取組み」を通じて、企業として求められる人権尊重の責任を果たして
いきます。

人権啓発リーダー育成研修（２０１９年）の様子
※２０２０～２2年はオンライン研修等を活用し同レベルの研修等を継続して実施

『多様な人財が互いを尊重しながら自分らしく活躍でき、
いきいきと働き続けることができる会社づくりに取り組み
ます。
差別や偏見のない、真に人権が尊重される社会実現のた
め、豊かな人権感覚を持って行動に結びつける人権尊重
の企業風土の醸成を推進します。』

宣言内容

価値創造を支える基盤03
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リスク管理体制
基本認識

リスク管理に関する方針、規程等

リスク管理体制
　住友生命では、健全な財務基盤を確保し、ご契約いた 
だいたお客さまに保険金等を確実かつ適切にお支払い
するため、経営を取り巻く様々なリスクを把握・分析し、
適切なリスクコントロールを行っています。具体的には、

「保険引受リスク」「流動性リスク」「資産運用リスク」「オ
ペレーショナル・リスク」等、それぞれのリスク特性に応
じたリスクコントロールを行っており、リスク管理態勢の
整備・高度化にも取り組んでいます。

　取締役会等において、リスク管理態勢等に関する方針
を定めたリスク管理方針※や、これらの管理方針に基づ
き具体的なリスク管理手法等を定めたリスク管理規程
等を定めています。

　取締役会等は、「統合的リスク管理方針」等に基づき、
リスク状況について報告を受け、統合的リスク管理態勢
の実効性の評価、問題点等の検証を行っています。
　リスク管理統括部と各リスク管理部門は、「統合的リ
スク管理方針」等に基づき、適切に連携し、本社、支社、
子会社等および外部委託先の各リスクを管理する態勢
としています。
　また、ERM※委員会は、各種リスク状況を適切にモニ
タリングし、リスク管理に関する部門横断的な課題対
応やERMの経営への活用等について審議を行ってい
ます。
　さらに、リスク管理について内部監査や外部監査によ
る検証を受けることで一層の適切性・有効性の確保を
図っています。
※ Enterprise Risk Managementの略

各リスク管理部門

内
部
監
査

外
部
監
査

取 締 役 会

意見

必要に応じ報告

報告

内
部
監
査
部

自己資本等
の管理

資産負債の
総合的な管理

オペレーショナル・リスク
不動産
投資
リスク

システム
リスク

市場
流動性
リスク

資金
繰り
リスク

市場
リスク

事務
リスク

情報
リスク

子会社等・
その他目的
出資リスク

信用
リスク

資産運用リスク

統合的リスク管理部門

流動性リスク
保険引受
リスク

会
計
監
査
人（
監
査
法
人
）

保険計理人 指名委員会 報酬委員会 監査委員会

主計部 情報
システム部

事務
サービス
企画部

コンプライ
アンス
統括部

リスク管理
統括部
運用
審査部運用審査部

リスク管理統括部

※上記リスクのほか、コンダクトリスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスク、子会社等リスク、変額最低保証リスクについて、リスク管理を実施しています。

指示

指示

報告

報告 報告

監督

指示

報告

指示

担当執行役

経営政策会議
社長（代表執行役）

ERM委員会
（リスク管理統括部、企画部、主計
部、運用企画部担当執行役ほか）

リ
ス
ク
管
理
統
括
部

企
画
部

主
計
部

運
用
企
画
部

リスク管理統括部企画部

リスク管理体制図

※「グループリスク管理方針」、「統合的リスク管理方針」およびリスク・
カテゴリーごとのリスク管理方針
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統合的リスク管理 ストレス・テストの実施

ALM体制

　様々なリスクを全社的な観点から統合的に評価し、経
済価値ベースで自己資本等と比較するなど、リスク状況
を適時適切にモニタリングすること等を通じて、事業全
体としてリスクをコントロールする統合的リスク管理・運
営を行っています。
　また、統合的リスク管理の枠組みを支えるリスク文化 
の醸成に努めています。
　統合的リスク管理等の取組状況は、ORSA※レポート
として体系的に取りまとめ、統合的リスク管理の高度化
等に活用しています。
　さらに、「グループリスク管理方針」等を定め、リスク
管理態勢の高度化を図り、グループのリスク状況等を
モニタリングしています。
※ Own Risk and Solvency Assessmentの略

　統合的リスク管理におけるリスク計測モデルでは把
握が困難な事象として、重要なリスクを踏まえ、大規模
な自然災害や金融市場の大きな混乱といった最悪のシ
ナリオを想定したストレス･テストを実施し、健全性に与
える影響を分析しています。
　ストレス･テストの結果は、取締役会等に報告され、経
営戦略上の対応や財務基盤の強化等の検討に役立て
ています。

　ALMとは、資産（Asset）と負債（Liability）を総合的
に管理（Management）することをいいます。生命保険
会社における負債の大半は、将来の保険金等をお支払
いするために積み立てている責任準備金であり、市場
環境等の悪化時にも保険金等のお支払いを確実に行う
ため、資産と負債を適切に管理することが重要となりま
す。
　ERM委員会において、負債特性を踏まえた資産運用
戦略や金利リスクの状況等のALMに関する重要事項に
ついて審議を行い、リスクを適切にコントロールしつつ、
収益の向上を図っています。

重要なリスクの管理

リスクの定義

　当社に極めて大きな影響を及ぼす可能性のある事象
を網羅的に把握し、取締役会等の議論を通じて、重要な
リスクとして特定しています。特定した重要なリスクの
状況や影響度を定期的に評価・モニタリングを行い、必
要に応じてリスク管理プロセスに反映しています。

●国内外の金融市場の大幅な変動　●サイバーリスク　　
●大規模なシステム障害　　
●ブランドの毀損につながるお客さま利益を損なう行為の発生　　
●大規模な災害（巨大地震・パンデミック）の発生　
●大規模な事務ミスの発生　　　　●国内外の法規制の改正

※2020年度より「新型コロナウイルス感染症」についても重要なリスクの
　管理の中でモニタリングを行っています。

重要なリスク（2021年度）

リスクの種類 リスクの定義

保険引受リスク

流動性
リスク

資産運用
リスク

オペレー
ショナル・
リスク

子会社等・その他目的出資リスク

資金繰りリスク

市場流動性リスク

市場リスク

信用リスク

不動産投資リスク

事務リスク

システムリスク

情報リスク

経済情勢や保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被るリスク

想定外の資金流出等により資金繰りが悪化し、資金確保に通常よりも著しく低い価格での取引等を余儀
なくされ、損失を被るリスク
市場の混乱等により取引機会が消失したり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ、損失
を被るリスク
金利、為替、株価等の変動により、保有する資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し、損失を
被るリスク
信用供与先の財務状況の悪化等により、保有する資産（オフ・バランスを含む）の価値が減少し、損失を
被るリスク
賃貸料等の不動産収益の減少や不動産価格の下落により損失を被るリスク、および不動産に関する事故の
発生等により、損失を被るリスク

コンピュータシステムのダウンもしくは誤作動等のシステム不備等、またはコンピュータの不正使用等に
より、損失を被るリスク

正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、損失を被るリスク

顧客情報等の漏えい、滅失、き損等により、損失を被るリスク
国内外の子会社・関連法人等への出資金がき損し、損失を被るリスク

※上記リスクのほか、コンダクトリスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスク、子会社等リスク、変額最低保証リスクについて、リスク管理を実施しています。

価値創造を支える基盤03
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保険引受リスク

流動性リスク

資産運用リスク

子会社等・その他目的出資リスク

　保険商品の開発に際して、保険事故発生率の不確実
性等、内在するリスクの分析・評価をするとともに、保険
料等の価格設定においては、基礎データの信頼度を考
慮した計算基礎率の設定等により、将来の保険金等の
お支払いが確実に履行できるよう十分配慮しています。
　また、被保険者の健康状態等に応じた引受基準の設
定にあたり、保険事故の実際発生率の検証等により、保
険商品の基礎率等に応じて適切に設定されていること
を確認しています。
　さらに、保険商品の発売後においては、収支状況、保
険事故発生率の状況、将来収支予測およびリスク量の
計測等のモニタリングを行っています。
　これらの情報をもとに、保険引受リスクの顕在化がみ
られる場合には、関連各部署とともに適時適切な対応を
講じています。

　資金繰りリスクについては、会社全体のキャッシュフ
ローを一元的に把握し、常に一定額以上の余裕資金を
準備することにより対応しています。また、資金繰りの逼
迫度に応じてとるべき対応策を定め、流動性危機時等に
おける対応体制を構築しています。
　市場流動性リスクについては、資産ごとの市場規模等
に基づき、一定期間内におけるキャッシュ化可能額を推
計し、不測の事態に対処できるよう努めています。

　資産運用ポートフォリオ全体、および運用目的に応じ
て区分した各ポートフォリオについて、リスク量として
VaR※を計測し、それぞれに設定したリスクリミットと比
較することで、リスク状況をモニタリングしています。資
産運用リスクを構成する市場リスク、信用リスクおよび
不動産投資リスクについても、リスク量とリスクリミット
を比較することなどにより、リスクの把握・管理に努めて
います。
　また、信用リスクを有する主な資産（公社債、貸付金
等）においては、個別投融資先に対し信用力に応じた社
内格付を付与するとともに、定期的に社内格付を見直
し、信用状況の変化を管理しています。
　不動産への投資においては、投資利回りおよび収益
予測の検証を行い、投資対象を選別するとともに、保有
物件の立地、用途等の観点から不動産ポートフォリオの
分散を図っています。また、空室の解消や計画的・効果
的な営繕工事等を通じて物件価値向上・事故の未然防
止のための取組みを行っています。
※VaR（バリュー・アット・リスク）：過去の株価や金利などの変動率をリス

クの大きさと捉え、現在保有する資産・負債ポートフォリオに過去の変
動率を当てはめて理論的に算出した、一定の確率の下で生じる最大
損失金額。

　国内外の子会社・関連法人等への出資金の株価や
為替の変動によるリスク、所在国のカントリーリスク

（外貨事情、政治・経済情勢等）のモニタリングを実施
しています。

項目 内容

再保険を付す際の
方針

再保険を
引き受ける際の方針

再保険カバーの
入手方法

保有する保険引受リスクの内容、規模、
集中度等を踏まえ、リスクの分散また
は収益の安定化等が必要な場合に、再
保険を活用することとしています。

保険引受リスクが経営に影響を与えない
範囲内で、リスクの特性および収益性
等を踏まえ、再保険の引受けを行うこと
としています。

出再先の選定に際しては、格付等により
出再先の信用力を踏まえるとともに、
移転させるリスクの特定の出再先への
集中の状況について留意しています。

再保険について
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オペレーショナル・リスク

　事務リスク管理においては、業務の健全かつ適切な運
営を図るため、 各組織が社内規定等を踏まえて事務を
執行し、それに伴うリスクを自律的に管理するとともに、
内部監査部による確認も行っています。
　また、事務リスク管理部門は、PDCAサイクル※の継続的
実践による全社的な事務リスク管理に努め、各組織は、事
務リスクの未然防止に取り組むとともに、誤った事務処理
等が発生した場合には、お客さま対応、原因分析、再発防
止策の策定を、的確かつ速やかに行うよう努めています。
※PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実施・実行）、Check（点検・評価）、  

Action（処置・改善）のサイクルを繰り返すことで継続的な業務改善を 
行う仕組み。

【1】事務リスク
　情報リスク管理においては、顧客情報等が漏えいし、
お客さまの大切な権利・利益や当社の健全な業務運営
が損なわれることがないよう、「セキュリティポリシー」お
よび「顧客情報等管理方針」に基づいて、顧客情報等を
適切に管理しています。
　具体的には、取得・保管・送付・廃棄等の各段階におけ
る顧客情報等の適切な取扱いを社内規定として明確化
し、これらのルールを社内通知や社内研修等の機会を通
じて役職員に周知徹底するとともに、各組織の情報管理
状況を把握し、必要な対策を講じています。
　このような顧客情報等の安全管理状況については、内
部監査部が実施する内部監査でも適宜確認しており、確
認結果に基づき安全管理措置の充実・強化に取り組んで
います。

【3】情報リスク

　システムリスク管理においては、業務・サービスを根
幹で支え、大切なお客さまの情報を管理しているコン
ピュータシステムの安定的かつ安全な稼動を確保するた
めに、「セキュリティポリシー」および「システムリスク管理
方針」に基づいた各種対策の実施とシステムの運行管理
に努めています。具体的には、故障・障害等の発生に備え
たバックアップの仕組みやシステム開発保守態勢の整備
のほか、大規模災害等に備えバックアップセンターを設置
するなど、体制の維持・確保に取り組んでいます。
　年々巧妙化・深刻化するサイバー攻撃のリスクに備え
るために、サイバーリスクを経営上の重要なリスクとして
認識し、サイバーセキュリティ確保に係る対応方針、取組
計画を定めて人員・予算の確保に努めるとともにリスク状
況について定期的に経営政策会議で議論し、継続的にサ
イバーセキュリティ対策のレベルアップを図っています。
　システム開発やサービス提供にあたって適切なサイ
バーセキュリティ対策の実施に努め、特にインターネット
を介したサービスを安心してご利用いただけるよう、お
客さま情報の漏えいやシステムへの不正アクセス防止
対策など多層的な防御策を実施しています。また、早期
検知・対応・復旧を重視したサイバーセキュリティ強化に
も取り組んでいます。
　サイバーセキュリティに関する専門的な責任者である
サイバーセキュリティ統括責任者のもとで対応を整備の
うえ、技術的対策の実施、サイバーセキュリティ専門人材
の育成、継続的な社内教育に取り組むとともに、社内横
断的なサイバーセキュリティ対応組織「CSIRT※」を設け、
サイバー攻撃のモニタリング状況の共有、定期的なサイ
バー攻撃発生時の対応演習・訓練の実施などを通じて、
有事の対応力強化にも努めています。さらには、委託先
のサイバーセキュリティ対策の確認などサプライチェー
ン対策に努めています。
　また、関係官庁や一般社団法人金融ISAC等のセキュ
リティに関する情報機関と連携し、積極的に情報共有を
行うなど、自助・共助の取組みを推進し、社会全体でのサ
イバーセキュリティ対策向上に取り組んでいます。
※ Computer Security Insident Response Team

【2】システムリスク

　上記のほか、コンダクトリスク、人的リスク、有形資産リ
スク、風評リスクを管理対象としています。
　コンダクトリスクについては、「法令等への不適切な対
応、お客さま視点の欠如等により、お客さま本位の業務
運営が適切に行われず、将来の大きな損失につながるリ
スク」と規定し、社内研修等を通じて、リスク管理の観点
からも、お客さま本位の業務遂行を全職員に徹底してい
ます。

【4】その他のオペレーショナル・リスク

　大規模な災害や深刻な風評被害等が発生した場
合に備えて「危機管理規程」を定め、さらに「大規模
災害等対策マニュアル」で大規模災害発生時の会社
の意思決定・事務遂行能力維持のための体制・手順
等を規定しています。
　また、本社機能が停止する等、通常の方法では保
険金の支払等の重要業務の継続が困難となった場
合に備えて、「業務継続計画（BCP）」を定めており、
具体的な対応を「業務継続マニュアル」に規定して
います。
　実際に、東日本大震災や平成28年熊本地震、平
成30年7月豪雨、新型コロナウイルス感染症におい
ては、発生後迅速に危機対策本部を立ち上げ、社内
外の被害状況の確認や、お客さまへのご連絡・お見
舞い訪問、保険金等のお支払いなど、迅速かつ適切
な対応を実施しました。
　これからもお客さまの信頼にお応えすることがで
きるよう、毎年計画に基づいて訓練を実施し、その
結果から随時マニュアルを見直し・改定する等、維
持・向上に努めていきます。

大規模災害等への対策について

価値創造を支える基盤03
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情報開示

公式ホームページによる情報提供
　公式ホームページでは、商品・サービスなどのご紹介、各
種お手続きのご案内、決算などの財務情報はもちろんのこ
と、企業理念やブランドビジョン、SDGｓへの取組みなど、
様々な情報をご提供しています。また、ご加入いただいてい
るお客さまは、公式ホームページにある「スミセイダイレクト
サービス」で、入出金取引、契約内容のご確認、各種お手続き
をご利用いただけます。
　Vitalityスペシャルサイトでは、健康増進型保険“住友生命

「Vitality」”に関する情報を特集しており、Vitality会員の
皆さまは会員ポータルより、ご自身のVitalityポイントの獲
得状況や現在のステータスをご覧いただけます。またコミュ
ニティサイト「Vitality部」においては、お客さまがトークルー
ム（掲示板）にVitalityの日々の取組みや感想などを投稿す
ることで、Vitality会員同士でコミュニケーションを取ったり
励まし合ったりできる場を提供しています。

　各ソーシャルメディア（Facebook、Instagram、Twitter、LINE、YouTube）でも、“住友生命「Vitality」”に関
する情報を中心に、新CMやキャンペーンについての最新情報や健康増進に関連する情報、SDGｓへの取組みな
ど、住友生命を身近に感じていただけるよう、定期的に情報を配信しています。

営承 B89

積極的なディスクロージャー
　ステークホルダーの皆さまに、経営内容へのご理解を
一層深めていただくために、ディスクロージャーを充実
させることが重要であると認識しており、積極的なディ

スクロージャ―に努めています。今後とも、多様な方法
で積極的なディスクロージャーを展開していきます。

R E P O R T  S U M I S E I 
2022
住友生命［統合報告書］
2022年度ディスクロー
ジャー誌

R E P O R T  S U M I S E I 
2022
住友生命［統合報告書］
2022年度ディスクロー
ジャー誌 本編

生命保険会社としての社会的責任と公共的使命を十分
に認識し、右記の方針に基づき企業情報を開示すること
で、経営の健全性および透明性の向上に努めます。

●適時・適切に情報開示を行います
●自主的かつ積極的でわかりやすい情報開示を行います
●情報開示を適切に実行するために社内体制の整備・
充実を図ります

情報開示に関する基本方針

※上記の資料についてはそれぞれホームページに掲載しています。

REPORT SUMISEI 2022
住友生命[統合報告書]
2022年度ディスクロージャー誌

REPORT SUMISEI 2022
住友生命[統合報告書]
2022年度ディスクロージャー誌 本編

アニュアルレポート（英文） 業績・決算内容等を海外向けに解説した資料です。

保険業法第111条に基づいて、2021年度の決算
報告、事業内容、活動状況等を記載した資料です。

国際統合報告評議会（IIRC）の「国際統合報告フ
レームワーク」・経済産業省「価値協創ガイダンス」
を参考に作成した資料です。

サステナビリティレポート
（和文・英文）

サステナビリティに関する取組みについて、さまざま
なステークホルダーの皆さまに分かりやすくお伝え
することを目的に作成した資料です。

責任投資活動報告書
（和文・英文）

責任投資に関する方針や活動内容について記載
した資料です。

消費者志向
コミュニケーションブック

「お客さまの声」を経営に活かすための取組みや、
消費者や社会の要望を踏まえた活動など、消費者
志向の主な取組みについて記載した資料です。
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